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第５１回宇都宮市都市計画審議会 
 

平成２３年７月１３日（水）  
午後１：３０～ 
１４Ａ会議室  

 

 

出席委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理出席 

 

 

 

欠席委員 

 

 

出席幹事 

 

 

 

臨時幹事 

 

 

事務局 

 

 

説明員 

 

1 号委員 

一木明委員，小堀志津子委員，青木格次委員， 

加藤一克委員，小野口睦子委員，森本章倫委員， 

安藤英夫委員，森賢一郎委員  

 

2 号委員 

小平美智雄委員，櫻井啓一委員，綱河秀二委員  

塚田典功委員， 

 

3 号委員 

高橋啓一委員 

 

 

3 号委員：井澤清二委員（代理出席者：佐藤 俊明 ） 

竹村政之委員（代理出席者：塚野 重徳 ） 

(計１５名) 

 

 ( ０名) 

 

 

大島一夫幹事，平手義章幹事，赤石澤亮幹事，池田潔幹事（代理

出席：大家哲），鈴木勝雄幹事，田辺義博幹事 
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田嶋実書記，大貫真一書記 
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道路建設課                 （ ２名） 

中澤説明員，菅原説明員  

 
 



 
 - 2 - 
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大島幹事  

 

本日は お 忙しい 中 ご出席 い ただき ま して， 誠 にあり が とう

ございます。 

開会に 先 立ちま し て，本 日 の会議 資 料につ い て確認 さ せて

いただきます。 

資料と し ては， 事 前にお 送 りして お ります 第 ５１回 宇 都宮

市都市計 画審議会 次第，２ つ目に議 案書第１ 号議案， 第２ 号

議案，第 ３号議案 ，第４号 議案，第 ５号議案 となって おり ま

す。 

３点目 に 宇都宮 市 都市計 画 審議会 委 員名簿 と なって お りま

す。 

４点目 に 説明資 料 議案第 １ 号とし て 「宇都 宮 都市計 画  都

市計画区 域の整備 、開発及 び保全の 方針の決 定」Ａ３ 版， 説

明資料１－１，裏面が１－２となっております。 

第 ２ 号 議 案 の 説 明 資 料 と い た し ま し て 「 宇 都 宮 都 市 計 画

区域区分の変更」，Ａ３版，説明資料２－１，裏面が２－２と

なっております。  

第３号 議 案とし て 「宇都 宮 都市計 画 用途地 域 の変更 」 Ａ３

版，説明 資料３， 裏面が第 ４号議案 として「 宇都宮都 市計 画

地区計画の決定について」説明資料４となっております。 

第５号議案として「宇都宮都市計画道路の変更について」，

３・５・１０１号松原鶴田線，３・５・１１０号  弁天通り，

Ａ３版で説明資料５－１，５－２となっております。  

また本 日 お席に 配 布して ご ざいま す 参考資 料 「とち ぎ の都

市ビジョン」Ａ４版，1 部をご用意しております。 

以上の 資 料とな っ ており ま す。不 足 してい る ものが あ りま

したら，お知らせください。よろしいでしょうか。 

 それ で は，開 会 にあた り 大島都 市 整備部 長 よりご 挨 拶申

し上げます。 

 

皆さん こ んにち は 。都市 整 備部長 の 大島と 申 します 。 よろ

しくお願 いいたし ます。審 議会の開 催に当た りまして 一言 ご
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大島幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶を申し上げたいと思います。 

委員の 皆 様には 大 変お暑 い 中また お 忙しい 中 ，審議 会 にご

出席いた だきまし て本当に ありがと うござい ます。ま た， 日

ごろから 宇都宮市 政の運営 におきま してご協 力，ご支 援を い

ただきまして重ねてお礼を申し上げたいと思います。  

宇都宮 市 都市計 画 審議会 で 昨年４ 月 に改定 い たしま し た第

２次宇都 宮市都市 計画マス タープラ ンですが ，その中 で目 指

すべき将 来の都市 像は，宇 都宮らし いネット ワーク型 コン パ

クトシテ ィの実現 による暮 らしやす い，また 集いやす いこ と

が続けられる都市をかなえて行くことであります。 

一方で ご 承知の と おり， 都 市を取 り 巻く環 境 が非常 に 大き

く変化を しており ，ますま す厳しさ を増して いるとい うこ と

もございます。 

その中 で 宇都宮 市 におき ま しても ， 人口の 減 少や超 高 齢社

会の到来 が目前に 迫ってい るという こともあ り，こう いっ た

ことに対 応した誰 もが暮ら しやすい まちづく りが大き な課 題

となっております。 

３月に 起 きまし た 東日本 大 震災に よ り，宇 都 宮市の 市 民生

活や市内 の産業も 非常に大 きな被害 を受けて おり，こ れら の

一刻も早 い復旧と 今まで以 上に防災 性の評価 というの も求 め

られてきております。 

今後は こ れらの 課 題に対 応 しなが ら ，先ほ ど 申しま し たよ

うな将来 の都市像 に向けて まちづく りを進め ていくと いう こ

とでござ いますが ，その中 で基本と なるもの が都市計 画行 政

というも のでござ いまして ，果たす べき役割 が非常に 大切 な

ものだと考えております。  

また， 都 市計画 に 関しま し て調査 審 議をい た だいて お りま

す都市計 画審議会 の役割も 非常に重 要なもの になって きて お

ります。 委員の皆 様には， これまで 同様に審 議会に付 議さ れ

ます案件 につきま して，そ れぞれご 専門の立 場から将 来の 都

市像につ ながるよ うなご議 論やご審 議をして いただき ます よ
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田嶋書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う，ご協力とご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

簡単で は ござい ま すが， ご 挨拶と さ せてい た だきま す 。よ

ろしくお願いいたします。  

 

今回の審議会は今年度最初の審議会になります。 

新たに 委 員とし て お願い し た方も い らっし ゃ います の で，

委員の皆 様のご紹 介と幹事 ・事務局 職員の紹 介をさせ てい た

だきます。 

お手元 の 「宇都 宮 市都市 計 画審議 会 委員名 簿 」をご 覧 くだ

さい。 

第１号 委 員とし て ，学識 経 験者の お 立場で ご 出席い た だい

ております一木明委員です  

同じく，小堀志津子委員です。 

同じく，青木格次委員です。 

同じく，加藤一克委員です。 

同じく，小野口睦子委員です。 

同じく，森本彰倫委員です。 

同じく，安藤英夫委員です。 

同じく，森賢一郎委員です。 

次に， 第 ２号委 員 として 宇 都宮市 議 会から ご 出席い た だい

ております小平美智雄委員です。 

同じく，櫻井啓一委員です。 

同じく，綱河秀二委員です。 

同じく，塚田典功委員です。 

続きま し て，第 ３ 号委員 と いたし ま して， 関 係行政 機 関か

らご出席いただいております委員をご紹介いたします。 

 最初に高橋啓一委員です。 

同じく ， 井澤清 二 委員で す 。本日 は 代理と し て，次 長 の佐

藤俊明様が出席されております。 

同じく ， 竹村政 之 委員で す 。本日 は 代理と し て，課 長 補佐

の塚野重徳様が出席されております。 
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森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして，幹事及び事務局職員を紹介いたします。まず，

幹事の紹介をいたします。  

都市整備部長の大島です 

地域政策室長の平手です。  

環境保全課長の赤石澤です。 

農業振興課長の代理の大家です。 

道路建設課長の鈴木です 

都市計画課長の田辺です。  

続きま し て事務 局 職員の 紹 介をい た します 。 まず都 市 計画

係長の大貫です。  

都市計画係長の松本です。  

最後に私，都市計画課長補佐の田嶋です。 

それで は 「第５ １ 回宇都 宮 市都市 計 画審議 会 」を開 催 いた

します。  

森本会長，進行をよろしくお願いします。 

 

それで は 只今よ り 「第５ １ 回宇都 宮 市都市 計 画審議 会 」を

開会したいと思います。 

開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 

お暑い中お集まりいただきありがとうございます。 

３月１ １ 日の東 日 本大震 災 ，原発 の 問題， 風 評被害 ， 不安

定な社会情勢が続いております。 

私自身 も 岩手県 の 三陸に あ る被災 し た都市 の 復興計 画 をお

手伝いし ておりま す。皆さ んもテレ ビで見ら れたと思 いま す

が現地は 大変な状 況であり ，一日も 早い復旧 復興を願 って お

りますが，なかなか前に進みにくいというのが現状です。 

お手伝 い してい る 中で， ま ちづく り や都市 計 画がい か に重

要であっ たのかを 再認識す るととも に，被災 地の復旧 復興 も

非常に重 要であり ますが， 宇都宮の 時間をか けた災害 に強 い

ま ち づ く り が 非 常 に 重 要 で あ る と 改 め て 再 認 識 し た 次 第 で

す。 
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森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

大貫書記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日ま た 重要な 案 件が何 件 かあり ま すが， 皆 さんと 活 発な

ご議論を させてい ただきな がら，少 しでも持 続可能な 宇都 宮

というと ころで， 先ほど大 島部長さ んからも お話があ りま し

たけれど も，われ われにで きる限り で力を尽 くす所存 にご ざ

います。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

それで は はじめ に ，本会 の 成立に つ いて事 務 局より 報 告を

お願いします。 

 

はい， 議 長。本 日 の会議 で ござい ま すが， 現 在出席 委 員は

１５名で ございま す。これ は当審議 会条例第 ６条にご ざい ま

す「審議 会は委員 の過半数 をもって 開催する 」旨を満 たし て

おりますので，会議の成立をご報告いたします。 

なお，本日の会議の傍聴者はおりません。 

また， 今 回は一 部 の委員 が 改選に な ったこ と により ， 会長

職務代理 者が不在 となって おります 。条例第 ５条に「 委員 の

うちから ，会長が あらかじ め指名す る」旨が 定められ てお り

ますことから森本会長によるご指名をお願いいたします。 

 

事務局より，会議の成立について報告がありました。  

本日は ， 皆様の さ まざま な 見地か ら のご意 見 をいた だ きな

がら効率 的に会議 を進めた いと思い ますので ，ご協力 お願 い

いたします。 

それでは，早速会議次第に従い会議を進めてまいります 

最初に ， 先ほど 事 務局か ら 説明が あ りまし た 会長職 務 代理

者の選出 でござい ますが， まことに 僭越です が私から 指名 さ

せていただきます。 

本審議 会 は，本 市 の特徴 を 反映し な がら適 正 で迅速 な 調査

審議を行っていく必要があると考えます。 

つきま し ては， 市 政全般 に 高い見 識 をお持 ち でおら れ ます

綱河委員に職務代理者をお願いしたいと思います。 

綱河委員，よろしくお願いいたします。 
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綱河委員  

 

森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員  

 

森本議長  

 

 

 

 

全委員  

 

森本議長  

よろしくお願いいたします。 

 

続きま し て当審 議 会条例 の 施行規 則 第３条 に 基づき ， 本日

の会議の 議事録署 名委員と いたしま して，加 藤委員と 安藤 委

員の２名にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

本日の議題といたしまして，議案は５件となります。  

この議 案 につき ま しては ， 平成２ ３ 年７月 ８ 日付  宮 都第

２８０号 ，第２８ ８号，第 ２８９号 ，第２９ ０号，第 ２９ １

号にて市長から諮問がなされております。 

議案第１号と第２号につきましては，法第１８条に基づき，

宇都宮都 市計画区 域に関す る整備， 開発及び 保全の方 針の 決

定と区域 区分の変 更に関す ることで あり，県 の都市計 画の 決

定に際して意見を求められている議案でございます。  

議案第 ３ 号，第 ４ 号につ き まして は ，宝木 の 郷の用 途 地域

の変更と地区計画の決定に関する議案でございます。  

また第 ５ 号議案 に つきま し ては， 都 市計画 道 路の変 更 に関

する議案でございます。 

このこ と から， ま ず議案 第 １号と 議 案第２ 号 を一括 で 審議

し，次に 議案第３ 号と第４ 号を一括 で審議， その後議 案第 ５

号を審議したいと考えておりますがよろしいでしょうか。 

 

異議なし  

 

付議案 件 の審議 に つきま し て，改 め て会議 の 公開， 非 公開

を確認させていただきます。 

本日の 審 議につ き まして は 公開と さ せてい た だきま す 。よ

ろしいでしょうか。 

 

異議なし  

 

審議の 公 開に際 し ，傍聴 者 の方は い らっし ゃ らない の でこ
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のまま審議に入ります。 

それでは，議事に入ります。 

議案第 １ 号「宇 都 宮都市 計 画  都 市 計画区 域 の整備 、 開発

及び保全の方針の決定」と，議案第２号「宇都宮都市計画  区

域区分の変更」について事務局より説明をお願いします。 

 

それで は ，議案 第 １号「 宇 都宮都 市 計画  都 市計画 区 域の

整備、開発及び保全の方針（案）」についてご説明いたします。

お手元 の 議案第 １ 号及び 説 明資料 に 沿って ご 説明さ せ てい

ただきます。 

それでは，説明資料１－１をご覧下さい。 

１．付 議 の理由 で すが， 栃 木県が 「 都市計 画 区域の 整 備、

開発及び保全の方針」「都市計画区域マスタープラン」の都市

計画を決 定するに あたり， 都市計画 法１８条 により関 係す る

市町への 意見照会 があった ことから ，当審議 会の意見 を伺 う

ために付議するものです。  

２ .「都市計画区域マスタープラン」とは，モータリゼーシ

ョンの進 展や少子 高齢化な どの社会 情勢の変 化を背景 に都 市

が郊外に 広がると いう都市 化社会か ら安定・ 成熟した 都市 型

社会へと 変化して いること などに対 応した都 市づくり を進 め

るため， 平成１２ 年に都市 計画法が 改正され ，新たに 設け ら

れた制度であります。 

なおこ ち らは都 市 計画区 域 ごとの 都 市計画 の 基本的 な 方向

を示すもので，県が策定するものです。 

定める内 容は「都 市計画の 目標」「 区域区分 の有無」「主 要

な都市計画の方針」でございます。  

３ .県内における「都市計画区域マスタープラン」について

ですが， 平成１６ 年４月に 線引き都 市計画区 域で３区 域２ ３

市町，非 線引き都 市計画区 域におい ては２１ 区域２１ 市町 で

定められております。 

４ .今回の見直し・改定についてですが，市町村合併などに
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田辺幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より都市 計画区域 の統合な どを行い ，線引き 都市計画 区域 が

３区域，非線引き都市計画区域が１５区域となっております。

なお非 線 引き都 市 計画区 域 の「上 河 内都市 計 画区域 マ スタ

ープラン 」につき ましては ，前回の 審議会で ご審議い ただ い

たところでございます。 

５ .策定方針・位置づけ等についてでありますが「都市計画

区域マス タープラ ン」は県 が策定す るもので すが，策 定に 当

たりまし ては，都 市計画の 専門家や まちづく りの主体 であ る

市町の意 見を聞き ，栃木県 全体の考 え方を示 した「栃 木県 都

市計画区域マスタープラン策定基本方針」をあらかじめ定め，

また「と ちぎの都 市ビジョ ン」を踏 まえて策 定されて おり ま

す。 

６ .と ち ぎ の 都 市 づ く り と 見 直 し の 方 向 性 に つ い て で あ り

ますが， 都市づく りの方向 性の概要 は資料に 記載のと おり で

あります。 

また「 と ちぎの 都 市ビジ ョ ン」で は ，拡大 成 長型の 都 市づ

くりから 持続可能 な都市づ くり，い わゆる集 約型都市 づく り

への転換 が示され ておりま すので， その方針 に沿って 区域 の

特性に合った考え方・取り組みを整理しております。  

本日参 考 資料と し て配布 さ せてい た だきま し たので ご 参照

ください。 

次に説 明 資料１ － ２をご 覧 下さい 。 左側は 平 成１６ 年 策定

の「宇都 宮都市計 画区域マ スタープ ラン」の 位置づけ と概 要

をまとめたものです。 

上位計 画 である 「 栃木県 総 合計画 」 に即し て 「宇都 宮 都市

計画区域 マスター プラン」 が策定さ れ，市町 合併前の 宇都 宮

市，河内町において「宇都宮市都市計画マスタープラン」「河

内町都市計画マスタープラン」をそれぞれ策定いたしました。

都市計画の目標につきましては，目標年次は平成２２年で，

県を代表 する広域 拠点機能 の強化や 広域連携 軸を生か した ま

ちづくりを基本理念として掲げております。  
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区域区 分 の有無 に つきま し ては都 市 の成長 性 の高さ や 良好

な市街地 環境の形 成を図る ために， 区域区分 いわゆる 線引 き

を行うこととしております。 

主要な 都 市計画 の 決定の 方 針につ き まして は ，土地 利 用に

関する主 要な都市 計画の決 定の方針 や都市施 設の整備 に関 す

る 主 要 な 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針 な ど 記 載 の と お り で あ り ま

す。 

右側が 今 回ご審 議 いただ き ます「 宇 都宮都 市 計画区 域 マス

タープラン」の位置づけと概要になります。  

上位計 画 である 「 栃木県 総 合計画 」 及び平 成 ２１年 １ １月

に策定さ れました 「とちぎ の都市ビ ジョン」 に即して 「宇 都

宮都市計画区域マスタープラン」が策定されます。 

この「 宇 都宮都 市 計画区 域 マスタ ー プラン 」 に即し て 「宇

都宮市都 市計画マ スタープ ラン」を 策定する のですが ，平 成

２２年４ 月に既に 策定しま したこと から，市 のマスタ ープ ラ

ン と の 整 合 を 図 り な が ら 県 と 意 見 調 整 を 行 っ て ま い り ま し

た。 

都市計 画 の目標 で ありま す が，議 案 書では １ ページ に なり

ます。目 標年次は 平成２７ 年で都市 計画区域 を構成す る自 治

体は記載のとおりとなっております。 

説明資 料 に記載 し ており ま す自治 体 名の右 肩 ※印に つ きま

しては， 自治体の 一部が宇 都宮都市 計画区域 となって いる も

のでございます。  

基本理 念 といた し まして は ，議案 書 ９ペー ジ から１ １ ペー

ジにあり ますよう に地域特 性を生か した集約 型都市づ くり ，

東京圏へ の近接性 ，広域交 通網を生 かした都 市づくり ，広 域

公共交通 ネットワ ークを生 かした総 合的な交 通体系の 構築 な

どを掲げております。 

区域区 分 の有無 に つきま し ては議 案 書１６ ペ ージに な りま

す。東京圏を中心に人口や産業の流入が期待されるとともに，

県の中心 的役割を 担う区域 であるこ とから計 画的な土 地利 用
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の誘導を図る必要があります。 

郊外部 に おいて も 農地や 自 然環境 へ の市街 化 の圧力 が 懸念

されるこ とから引 き続き「 区域区分 を定める 」ことと して お

ります。  

議案書１７ページをお開きください。 

区域区 分 の方針 と して概 ね の人口 を 平成２ ７ 年で８ ０ ６，

５００人 ，市街化 区域内人 口を６０ ２，７０ ０人とし てお り

ます。 

また（ ３ ）市街 化 区域の 概 ねの規 模 及び現 在 市街化 し てい

る区域と の関係に ついては ，平成２ ７年の市 街化区域 面積 を

概ね１５，６８８ｈａとしております。 

主要な 都 市計画 の 決定の 方 針につ き まして は ，１８ ～ ３７

ページになります。 

説明資 料 にも記 載 してお り ますよ う に（１ ） 土地利 用 に関

する主要な都市計画の決定の方針，（２）都市施設の整備に関

する主要な都市計画の決定の方針，（３）市街地開発事業に関

する主要な都市計画の決定の方針，（４）自然的環境の整備又

は 保 全 に 関 す る 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針 を そ れ ぞ れ 掲 げ て お

り，内容にきましては記載の通りでございます。 

今回の 改 正点の 特 徴とい た しまし て は「と ち ぎの都 市 ビジ

ョン」で 示された 「とちぎ の集約型 都市づく り」を受 け「 地

域 特 性 を 生 か し た 集 約 型 都 市 づ く り 」「 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の

構築」を基本理念に掲げたところでございます。 

なおこ の 都市計 画 案につ き まして は ，県の 公 報や県 と 市の

ホームペ ージによ り周知を 図り，平 成２２年 １０月２ ９日 か

ら１１月 １２日に 都市計画 法第１６ 条に基づ く素案の 縦覧 を

実施し， 宇都宮都 市計画区 域全体に おいて縦 覧者１１ 名， 意

見申出書の提出はありませんでした。 

また平 成 ２３年 ６ 月８日 か ら２２ 日 まで都 市 計画法 第 １７

条に基づ く案の縦 覧を実施 したとこ ろ縦覧者 はおりま せん で

した。 
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以上で 議 案第１ 号 「宇都 宮 都市計 画 都市計 画 区域の 整 備、

開発及び保全の方針」に関する説明を終わります。 

続 き ま し て 議 案 第 ２ 号 「 宇 都 宮 都 市 計 画 区 域 区 分 の 変 更

（案）」についてご説明いたします。  

議案書の１ページをお開きください。 

こちらは区域区分変更の計画書でございます。 

県においては「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」

の策定作 業と合わ せて，将 来の市街 化区域の 人口フレ ーム を

定めると いう作業 を行って おります 。今回は 保留人口 の枠 と

して４， １００人 を確保し ておりま す。これ により計 画的 な

市街地の 整備が確 実となっ た場合に ，その人 口の範囲 内で 計

画人口に 見合う規 模の面積 を市街化 区域に編 入できる こと と

しています。 

２ペー ジ 目をお 開 きくだ さ い。こ ち らは新 旧 対照表 で ござ

います。  

３ペー ジ 目から ５ ぺージ 目 までは 総 括図， 計 画図に な って

おります。 

なお今 回 ，宇都 宮 都市計 画 区域に お いては 高 根沢町 と 壬生

町で区域区分の変更を行います。 

３ペー ジ ，４ペ ー ジが高 根 沢町， ５ ページ ， ６ペー ジ が壬

生町分となっております。  

それで は 説明資 料 ２－１ を ご覧く だ さい。 上 から順 に ご説

明させていただきます。 

まず区 域 区分い わ ゆる線 引 きにつ き まして は ，市街 化 区域

と市街化 調整区域 に区分す ることに より，市 街化区域 では 市

街地の計 画的な整 備を誘導 するとと もに市街 化調整区 域で は

農林業用 地の確保 や自然環 境の保全 を図るこ とを目的 とし て

いる制度であり栃木県が行うものでございます。 

区域区 分 の変更 に つきま し ては， 上 段の四 角 の中の 記 載に

ございま すように 先ほど議 案第１号 で説明い たしまし た「 都

市計画区域マスタープラン」や「都市計画運用指針」，栃木県



 
 - 13 - 

田辺幹事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が策定し ておりま す「市街 化区域及 び市街化 調整区域 の区 分

の見直し に関する 実施要領 」に基づ き，コン パクトシ ティ の

実現や市 街化区域 内におけ る秩序あ る土地利 用，計画 的な 市

街地の整 備がおこ なわれる こと，将 来の人口 の見通し など か

ら総合的に判断し実施するものでございます。 

これら に 基づき ま して資 料 中程の 矢 印の下 に ござい ま すよ

うに，今 回の宇都 宮都市計 画区域内 の区域区 分の変更 は「 高

根沢町」 において 土地区画 整理事業 を実施す る区域面 積約 １

９．３ｈ ａと「壬 生町」に おいてす でに住宅 地として 開発 さ

れた市街 化区域の 縁辺部で あり，地 形地物が 明確化さ れた 区

域面積約 ０．２ｈ ａの区域 において 区域区分 を変更し 市街 化

区域に編入することとしております。 

なお本 市 の区域 区 分につ き まして は ，資料 下 段左側 に あり

あますよ うに平成 ２２年４ 月に策定 しました 「都市計 画マ ス

タープラ ン」の中 で将来都 市像とし て，ネッ トワーク 型コ ン

パクトシ ティや土 地利用の 方針にお いて市街 地の拡散 につ な

がる市街 化区域の 拡大は行 わないこ となどを かかげて いる こ

とから， 矢印右側 にありま すように 今回の区 域区分の 変更 は

ございません。 

最後に 矢 印下の 今 後の課 題 といた し まして ， 本市に お きま

しては， 平成１９ 年３月の 市町合併 後，市域 内におき まし て

「宇都宮 都計画区 域」と「 上河内都 市計画区 域」が併 存し て

おります ことから ，一体的 なまちづ くりを行 っていく うえ で

の課題と して認識 しており 今後はそ の対応に ついて取 り組 ん

でまいります。 

今回の 区 域区分 の 変更（ 案 ）につ き まして は ，議案 第 １号

と 同 様 に 県 の 公 報 や 県 と 市 の ホ ー ム ペ ー ジ に よ り 周 知 を 図

り，平成 ２２年１ ０月２９ 日から１ １月１２ 日に素案 の縦 覧

を実施し ，宇都宮 都市計画 区域全体 において 縦覧者９ 名， 意

見申出書の提出はありませんでした。 

ま た 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 ８ 日 か ら ２ ２ 日 ま で 案 の 縦 覧 を 実 施
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し，縦覧者は１名，意見書の提出はございませんでした。 

次に裏面の説明資料２－２をご覧ください。  

議案第 １ 号の「 宇 都宮都 市 計画区 域 の整備 、 開発及 び 保全

の方針」 及び議案 第２号の 「区域区 分の変更 」までの 策定 の

経過と今 後の予定 でござい ますが， ご覧のよ うに非線 引き 都

市計画区 域である 上河内都 市計画区 域と線引 き都市計 画区 域

である宇 都宮都市 計画区域 の策定ス ケジュー ルが異な って お

り「上河 内都市計 画区域マ スタープ ラン」に つきまし ては ，

今年２月 に当審議 会でご審 議いただ き，その 後県都市 計画 審

議会での審議を経て７月１日に決定をいたしました。  

本日ご 審 議いた だ きます 宇 都宮都 市 計画区 域 マスタ ー プラ

ンと区域 区分の変 更につき ましては ，本日の 都市計画 審議 会

の後，今 月下旬に 予定され ておりま す県都市 計画審議 会の 議

を経て１０月に決定告示の予定となっております。 

以上で議案第２号「宇都宮都市計画区域区分の変更」（案）

に関する説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局 か ら の 説 明 が 終 わ り ま し た 。 委 員 の 皆 様 か ら ご 質

問・ご意見等ありましたらお願いします。 

 

上河内 都 市計画 区 域マス タ ープラ ン が７月 に 決定さ れ てお

り，今回の案件は１０月に決定予定ということでありますが，

上河内の線引きはいつ行うのですか。 

 

説明に も ござい ま したよ う に２つ の 都市計 画 区域が 並 存し

ていると いう課題 ですが， 合併の協 定書や県 の都市計 画の 設

定方針の 方法にお きまして ，次回の 区域の見 直しを目 途に 検

討しております。  

今回は 並 存のま ま いきま す が，今 後 の都市 の 状況， 用 途変

更など検 討したう えで次回 に改めて 検討して いきたい と思 い
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ます。 

平成２７年を目途にしております。  

 

平成１ ７ 年当初 の 合併協 議 会の内 規 で決ま っ たので す か。

それとも進行する中のスケジュールで決まったのですか。 

 

 合併 協 議の中 で 線引き に ついて は 次々回 に という こ とに

なっております。  

平成１ ９ 年に定 め られて お ります の で，そ の 予定の 中 で現

在進行し ておりま す。合併 時の平成 １９年か ら言いま すと 今

回が次回 というこ とで，そ の次平成 ２７年が 当初のス ケジ ュ

ールということになります。 

 

分かりました。 

 

そのほかにいかがでしょうか。 

質問に も ありま し たとお り ，線引 き 都市計 画 区域と 非 線引

き都市計 画区域と いう難し い問題を 含んでお りまして ，こ れ

は 引 き 続 き 議 論 し 平 成 ２ ７ 年 ま で に 検 討 す る と い う こ と で

す。 

今回は 従 来を踏 襲 する形 を メイン に してお り ますの で ，特

段皆様からご意見がなければお諮りしたいと思います。 

 

宇都宮 市 の問題 で はない で すが， 線 引き地 域 の壬生 町 と高

根沢町に ついては ，結果的 に市街化 区域を広 げるとい うこ と

になると 思います 。しかし ，基本的 にコンパ クトシテ ィを 目

指すとい うことと 市街化地 域を広げ るという ことは， 基本 的

な考え方としては矛盾しているのではないでしょうか。 

個別問 題 や各論 の 問題は ど この地 域 にも必 ず 何らか の 事情

があるわ けですか ら，各論 の個別地 域の問題 を１個１ 個見 て

いくと， 市街地を 広げる方 向に進ん でしまう ことがあ るの で
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はないでしょうか。 

原 則 論 と し て コ ン パ ク ト シ テ ィ を 目 指 す と い う の で あ れ

ば，市街 化調整区 域を市街 化区域に すること は，ある 意味 非

能率的， 行政の特 徴として 言われる ような批 判となる ので は

ないですか。 

 

ご指摘 の 点です が ，栃木 県 全体で は 集約型 の 都市構 造 ，コ

ンパクト シティを 目指すと いうキー ワードが ございま す。 そ

の中で高 根沢町に つきまし ては，今 回，市街 地の計画 的な 整

備の見込 みが確実 になった ことから 一団の市 街地整備 とし て

区域に取り込んだということでございます。  

先ほど の １号議 案 におい て 人口フ レ ームと い う形が あ りま

すが，将 来の人口 が収容で きる規模 を市街化 区域とし て設 定

していますので，その中で目指すべき密度を配分したときに，

高 根 沢 町 の 穴 抜 き の 部 分 に つ き ま し て は 市 街 化 区 域 に 編 入

し，一体 になった うえでの 生活圏の 整備を行 うという 県の 考

えがあると聞いております。 

 

１号議 案 の説明 資 料によ り ますと ， 基本理 念 のとこ ろ にか

つてはコ ンパクト で機能的 な生活空 間の構築 ，良好な 営農 環

境の調和 を目指す と書かれ ています が，今回 の部分に は抜 け

ています。 

さらに 言 えば項 目 は違い ま すが， 東 京圏を 中 心に人 口 や産

業の流入 が期待さ れ，市街 地規模の 拡大の可 能性が高 いと 指

摘されて いるわけ です。こ れは予測 の問題で すから， こう い

う予測を されたの であれば 仕方ない ですが， 私は全体 的な 市

街地の拡 大はしな いで，従 来の市街 地の中で 人口の流 入や 産

業も吸収 していく のがコン パクトシ ティの考 え方では ない か

と思っています。  

しかし 中 にはそ う いう予 測 がある の で，市 街 地の拡 大 もや

むを得な い，つい ては調整 区域をや めて市街 化区域の 線引 き
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を拡大し てもやむ を得ない ，その様 に捉えて しまう人 もい る

と思うのですが，その辺はどうお考えですか。 

 

おっし ゃ る意味 は よくわ か ります が ，一方 で は都市 整 備の

時間軸や 整備の水 準を見た ときに， 現在の高 根沢町に おけ る

市街地の 形状とい う中で都 市整備と しては， 当地区は 確実 に

市街化するということを聞いております。 

宇都宮 市 におき ま しては 現 在の市 街 化区域 を 維持し 拡 大を

しないという方針をそのまま維持しております。 

宇都宮 都 市計画 区 域を概 観 します と ，宇都 宮 市を中 心 拠点

といたし まして， 真岡市や 鹿沼市が 副次拠点 ，その周 辺に 生

活拠点が あるよう な構造と なってい ます。そ の中にお きま し

て，やは り集約型 の都市を 目指すと いう理念 を維持し つつ 部

分におい て調整が 行われて いるとい うように 市として も理 解

しております。 

  

都市計 画 税とい う のは， 県 全体を 考 えなが ら 運営す る 都市

計画税な のか，宇 都宮市が 都市を良 くするた めの税な のか 教

えていただきたい。 

 

都市計 画 税とは 目 的税で ご ざいま し て，都 市 の整備 に 使う

ものです ので，宇 都宮市の 固定資産 にかかる 税金にな りま す

が，それ は宇都宮 市の中で の都市整 備に対し て充てて まい り

ます。 

ですの で ，他の 市 町にお い てはそ ち らの都 市 計画税 で ，都

市整備に充てるという考え方であります。 

 

わかりました。 

 

他にいかがでしょうか。 
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税の話 が 出たの で すが， 全 体的な こ とにな る と思う の です

が，農家 の方につ いては固 定資産税 が上がっ ていくの かな と

思います 。現在の 宇都宮市 において も市街化 区域の中 の農 地

の固定資 産税の部 分で大変 ご苦労さ れていま して，市 街化 区

域であり ますので ，調整区 域と違っ て変わっ ていくか と思 い

ますが， 対策とい うか固定 資産税の 部分の説 明・考え 方を 教

えていた だければ と思いま す。その 辺の考え 方につい ては い

かがでしょう。 

 

固定資 産 税の観 点 と都市 整 備の都 市 計画区 域 の市街 化 区域

の問題ですが，これにつきまして４０年間都市整備した中で，

完全に連 動してい る，必ず しも一致 している というわ けで は

なく，今 の法制度 上の課題 として， 行政側も 捉えてい ると こ

ろがござ いまして ，いかに ご理解し ていただ けるよう な形 に

していくか今後の課題としているところです。 

それが ど のよう に 対応で き るかと い うとこ ろ までは 法 整備

の方もそこまで進んでいないというのが現状です。 

 

審議会 で 話がで き るのは 限 られて し まって い るので す が，

国におい ても税制 対策とか 農地の固 定資産税 の問題あ るか と

思うので すが，将 来的に考 えていか なくては いけない ので は

ないのか と思って おります ので，都 市計画だ けでなく 全体 的

なことも検討していただければと思います。  

 

その他 い かがで し ょうか 。 議論は 出 尽くし ま したで し ょう

か。私のほうから一言だけお話いたします。  

先ほど 一 木委員 か らのご 指 摘もあ り ，栃木 県 も栃木 の 集約

型都市づ くりとい うことで ，コンパ クトシテ ィを目指 す， 県

ではコン パクトシ ティ・コ ンパクト タウン・ コンパク トヴ ィ

レッジと いうよう な文言で 栃木県全 体もコン パクトな 形で ま

ちづくりをしていきましょうというスタンスでおります。 
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一方で 良 好な居 住 環境を 作 ってい く という の も重要 な 視点

で，一木 委員から も市街化 区域が若 干広がる というご 指摘 が

あります。 

全体と し ては， 人 口が大 き なフレ ー ムで増 え ない中 で の議

論でござ いますの で，引き 続ききち んと我々 が議論し なが ら

良好な市 街地が出 来上がっ ているの か，持続 可能な社 会に な

るのかという視点から議論できればと思っています。  

ご意見 ・ ご質問 も 出尽く し たよう で すので お 諮りい た しま

す。 

議案第 １ 号「宇 都 宮都市 計 画  都 市 計画区 域 の整備 、 開発

及び保全の方針の決定」，議案第２号「宇都宮都市計画  区域

区分の変 更」につ いて「原 案どおり 異存なし 」として ご異 議

ございませんか。  

 

異議なし  

 

それで は 「原案 ど おり異 存 なし」 と 答申す る ことと い たし

ます。 

続きま し て議案 第 ３号， 第 ４号と 続 けて事 務 局より 説 明を

お願いします。 

 

それではご説明します。 

お手元の資料に基づいてご説明いたします。  

議案第３号「宇都宮都市計画  用途地域の変更」，議案第４

号「宇都 宮都市計 画  地区 計画の決 定」につ きまして ，一 括

してご説明させて頂きます。 

資料表 紙 の右上 に 議案第 ３ 号，議 案 第４号 と 記載し て あり

ます議案 書にて議 案の概略 をご説明 したあと Ａ３両面 印刷 の

説明資料３，４に基づき内容等のご説明をいたします。 

それで は 議案第 ３ 号「宇 都 宮都市 計 画  用 途 地域の 変 更」

の１ペー ジ目をお 開き下さ い。用途 地域変更 の計画書 でご ざ
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います。  

ここで は 用途地 域 の面積 構 成など を 記載し て おりま す が，

ゴシック 書きの太 字になっ ていると ころが変 更される 部分 で

あり，変更により面積の増減の生じる部分でございます。 

２ペー ジ をご覧 く ださい 。 変更前 と 変更後 の 対照表 で ござ

います。 左から２ 列目，面 積の欄の 上段は変 更後の用 途地 域

ごとの面 積，下段 の括弧書 きは変更 前のもの でありま す。 こ

ちらもゴ シック書 きの太字 になって いるとこ ろが変更 後の 用

途地域毎の面積となります。 

３ペー ジ をお開 き 下さい 。 総括図 で ござい ま す。赤 の 実線

で囲まれ たところ が今回変 更の宝木 の郷地区 の位置を 示し て

おります。 

 ４ペ ー ジをお 開 き下さ い 。計画 図 でござ い ます。 第 一種

低層住居 専用地域 の容積率 ６０％， 建ぺい率 ４０％の 地域 を

容積率８０％，建ぺい率５０％へ変更するものでございます。

次に， 議 案第４ 号 「宇都 宮 都市計 画  地区 計 画の決 定  宝

木の郷地区計画」についてご説明いたします。 

まず議 案 書をお 開 きくだ さ い。１ ペ ージ目 は 今回決 定 しよ

うとする「宝木の郷  地区計画」の計画書でございます。 

２ ペ ー ジ 目 が 宝 木 の 郷 地 区  地 区 計 画 の 総 括 図 で ご ざ い ま

す。 

３ ペ ー ジ 目 が 宝 木 の 郷 地 区  地 区 計 画 の 計 画 図 で ご ざ い ま

す。 

それで は これら 用 途地域 の 変更と 地 区計画 の 決定の 詳 細に

つきまし て，Ａ３ 版の説明 資料３， 裏面の説 明資料４ に基 づ

きご説明いたします。 

説明資料３をご覧ください。まず「１.変更する都市計画の

内容」についてご説明いたします。  

位置図 に つきま し ては， 左 下に表 示 してご ざ います の で併

せてご参照下さい。 

 当地 区 は，個 人 施行の 宝 木下細 谷 土地区 画 整理事 業 によ
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って道路 や公園と いった都 市基盤が 整備され ることが 確実 で

あり，そ れによっ て創出さ れる良好 な住宅地 としての 環境 を

地区計画 によって 維持保全 すること が確実と なりまし たこ と

から，用 途地域に おける容 積率と建 ぺい率の 緩和を行 い， 低

層住宅地としての利用増進を図るものでございます。  

次に「２ .地区の概要及び位置図」についてご説明いたしま

す。 

本地区 及 び周辺 の 用途地 域 は，第 一 種低層 住 居専用 地 域で

あ り ， ゴ ル フ 練 習 場 と し て 利 用 さ れ て き ま し た 。 現 在 は

ゴルフ練 習場の郊 外移転を 契機に， 土地区画 整理事業 を実 施

しており ，今後は 公共施設 の整備改 善を行い ，宅地と して の

利用増進を図ってまいります。 

続きまして，右側の「３ .都市計画変更の趣旨」でございま

すが，現 在この区 域一帯は 用途地域 が第一種 低層住居 専用 地

域であり ，容積率 ６０％， 建ぺい率 ４０％で ございま すが ，

今後は土 地区画整 理事業の 進捗や地 区計画の 導入によ り住 宅

地として の良好な 環境が担 保されま すことか ら，低層 住宅 地

としての 宅地利用 増進を図 るために ，容積率 ８０％， 建ぺ い

率５０％へ変更を行うものでございます。 

参考図 の 左側は ， 変更前 の 用途地 域 を示し て おりま す 。現

在，土地 区画整理 事業区域 とその周 辺の用途 地域は「 第一 種

低層住居 専用地域 」を定め ておりま す。変更 後は，右 側に ご

ざいます ように区 域内の容 積率は８ ０％，建 ぺい率は ５０ ％

へ変更になります。 

続きま し て裏面 を ご覧く だ さい。 議 案第４ 号 の地区 計 画の

決定についてご説明させていただきます。 

「１ .決定する都市計画の内容」でございますが，土地区画

整理事業 により宅 地が創出 されるこ とから， 閑静な住 宅地 と

しての良 好な環境 を創出す るととも に，将来 において もそ の

環境が維 持保全さ れるよう 「宝木の 郷地区計 画」を定 める も

のでございます。  
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「２.地区計画における制限の内容」でございますが地区計

画区域内 における 制限は表 のとおり となって おります 。上 か

ら順にご説明させていただきます。  

まず， 建 築物等 の 用途の 制 限につ い てであ り ますが ， 良好

な住宅地 としての 環境を確 保するた め第一種 低層住居 専用 地

域に建築 できる建 築物のう ち建築可 能なもの を一戸建 ての 専

用住宅， 住宅兼用 店舗，公 共公益上 必要な物 ，これら に附 属

するもののみとしております。 

次に， 建 築物の 敷 地面積 の 最低限 度 につい て ご説明 い たし

ます。地 区内の敷 地の細分 化による 建て詰ま りなどを 防止 し

ていくため，敷地面積の最低を１６５㎡といたします。 

 次に ， 建物の 外 壁など 建 築物の 壁 面の位 置 の制限 に つい

てであり ますが， 良好な景 観形成や 日照，通 風，プラ イバ シ

ーを確保 するため ，道路境 界及び隣 地境界か ら建築物 の壁 面

までを１．０ｍ以上セットバックすることとします。  

 また 建 築物な ど の形態 又 は意匠 に つきま し ては原 色 を避

け，住宅地の環境にふさわしい落ち着いた色調とします。 

最後に，かき又はさくの構造の制限についてでありますが，

防災・防 犯の観点 ，また緑 化の推進 による開 放感のあ る景 観

を確保す るため地 区内の道 路に面す る部分に ついては 原則 と

して高さ １．５ｍ 以下の生 垣として おります が，隣地 境界 や

周辺の道 路に面す る部分に ついては ，透視可 能なフェ ンス な

どを設けることも可能としております。 

なお， こ れらの 案 につき ま しては 地 権者の 方 より「 宇 都宮

市地区計 画等の案 の作成に 関する条 例」第５ 条の規定 に基 づ

き，良好 な住宅地 としての 環境を維 持・保全 すること を目 的

とした地 区計画の 申し出が ありまし たことか ら，都市 計画 決

定の手続きを進めてきたところであります。  

案の周知につきましては，都市計画法第１６条に基づく「素

案の縦覧 」を平成 ２３年５ 月６日か ら２週間 実施しま した ほ

か，都市 計画法第 １７条に 基づく「 都市計画 案の縦覧 」を 広
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報うつの みや６月 号や市ホ ームペー ジなどで お知らせ し， 平

成２３年６月２３日から７月７日まで行いました。 

縦覧者，意見書の提出はございませんでした。 

以上を も ちまし て 議案第 ３ 号，第 ４ 号「宇 都 宮都市 計 画用

途地域の変更」「宇都宮都市計画地区計画の決定」の説明を終

わります。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

事 務 局 か ら の 説 明 が 終 わ り ま し た 。 委 員 の 皆 様 か ら ご 質

問・ご意見等ありましたらお願いします。 

 

従来こ の 地域は 容 積率６ ０ ％建ぺ い 率が４ ０ ％だっ た わけ

ですが， 容積率８ ０％建ぺ い率を５ ０％に増 やすとい うこ と

ですが，この周辺の地域はいくつなのでしょうか。 

 

周辺の 地 域の容 積 率・建 ぺ い率は 変 更しま せ んので ， 従来

どおり容積率６０％建ぺい率４０％でございます。 

 

今回の区域だけが増えるというわけですね。  

 

この区域だけが増えます。  

 

それが 何 か公平 の 観点， あ るいは 全 体の都 市 計画， 一 般的

にいえば 数字は低 ければよ いとはい えないが ，周辺が 容積 率

８０％建 ぺい率５ ０％であ ればやむ をえない と思いま すが ，

周辺の容 積率が６ ０％建ぺ い率が４ ０％なの に対し， ここ だ

けが周辺 地域より も突出す る形にな るのはど うしてか お聞 き

したいのですが。  

 

第一種 低 層地域 の 建ぺい 率 ４０％ 容 積率が ６ ０％と い う当

初の設定 でありま すが，周 辺の低層 な住宅地 ，市街地 整備 が
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まだ進ん でいない 状況で空 間を確保 するとい う意味か ら建 ぺ

い率４０％容積率が６０％という制限をしております。 

今 回 区 画 整 理 事 業 に よ り 良 好 な 住 環 境 が 揃 う と い う な か

で，地区 計画をあ わせて定 めること でその環 境が維持 され る

ことから緩和という方法を考えております。  

これに つ きまし て は，周 辺 の良好 な 住環境 の １つの 形 成の

インセン ティブな 扱いとい たしまし て地区計 画を定め るこ と

によりま して緩和 されます 。しかし ながら建 ぺい率５ ０％ 容

積率８０ ％は，一 般的な建 ぺい率６ ０％容積 率２００ ％よ り

は十分厳しい状況であります。 

本市の 用 途地域 の 決定の 方 針にお き まして も ，建ぺ い 率４

０％容積 率６０％ ，また地 区計画や 区画整理 の良好な 住宅 地

において は建ぺい 率５０％ 容積率８ ０％，さ らに大規 模な と

ころにお きまして は建ぺい 率５０％ 容積率１ ００％と いう 組

み合わせ を想定し ておりま して，今 回は区画 整理事業 と地 区

計画をあ わせた整 備なので 建ぺい率 ５０％容 積率８０ ％に 緩

和すると いう考え でござい ます。周 辺につき ましても この よ

うな区画 整理や地 区計画が これをイ ンセンテ ィブとし て広 が

っていくことが期待されているという状況でございます。 

 

地区計 画 や区画 整 理のた め のイン セ ンティ ブ になる と いう

ことです が，今の 地域で言 えば最低 敷地面積 １６５㎡ であ る

というの が１つの 大きな理 由となっ ています が，周辺 地域 を

１６５㎡にするといっても現実にはできないわけですよね。 

小さな 区 画がで き ている と すれば ， 区画整 理 をしな い 限り

大きくな らないわ けですの で，区画 整理をで きない地 区は 建

ぺい率５０％容積率８０％にしたくてもできないですよね。 

この地 域 だけ特 別 に道１ 本 挟んだ ら 建ぺい 率 ・容積 率 が高

くなって いるとい う意味で の不公平 感は起こ らないの かと い

う懸念があります。 
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新たに 建 ぺい率 ・ 容積率 を 定める だ けでな く ，良好 な 都市

施設の整 備，道路 や公園を 土地区画 整理事業 により減 歩の 形

で集約さ れ，その 基盤が整 備されま す。その 中での宅 地に お

ける緩和 でありま すから， 周辺につ きまして は従来の 都市 整

備が十分 でない中 で空間を 確保する という意 味で，建 ぺい 率

４０％・容積率６０％という値を設定しております。  

 

なかな か 難しい 議 論かも し れませ ん が，建 ぺ い率４ ０ ％容

積率６０ ％と建ぺ い率５０ ％容積率 ８０％は 実質上そ んな に

大きな差は見られません。  

ちなみにこちらの減歩率はいくらでしょうか。 

 

区画整 理 の減歩 率 は公共 保 留地合 算 減歩と い たしま し て，

４１％でございます。 

 

施行者 は ４１％ の 減歩を の んでや っ ている と いうこ と もあ

り，その 辺も勘案 していた だけると 先ほどの 事務局の 説明 の

理解を助ける説明になると思います。 

特にご 意 見ない よ うでし た ら，お 諮 りいた し ますが よ ろし

いですか。 

議案第 ３ 号，第 ４ 号につ い て「原 案 どおり 異 存なし 」 とし

てご異議ございませんか。  

  

 異議なし  

 

それで は 「原案 ど おり異 存 なし」 と 答申す る ことと い たし

ます。 

続きま し て，議 案 第５号 「 宇都宮 都 市計画 道 路の変 更 」に

ついて事務局より説明をお願いします。 

 

それではお手元の資料に基づいてご説明いたします。  
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議案第５号「宇都宮都市計画道路の変更について  ３・５・

１０１号  松原鶴田線」及び「３・５・１１０号  弁天通り」

をご説明させて頂きます。  

資料につきましては,第５号議案書とＡ３版の「説明資料５

－１」及 び「５－ ２」を併 せてご覧 いただき ながらご 説明 し

たいと思います。  

まず議 案 書につ い てご説 明 いたし ま す。議 案 第５号 の １ペ

ージをお開きください。 

今回変 更 しよう と する「 ３ ・５・ １ ０１号  松原鶴 田 線」

及び「３ ・５・１ １０号  弁天通り 」の変更 後の計画 書で あ

ります。 この２路 線につき ましては ，車線数 が２車線 であ る

ため宇都宮市決定となります。 

変更の 理 由であ り ますが 最 下段に あ ります よ うに「 土 地利

用の現状 及び将来 の見通し を勘案し ，円滑な 交通処理 ，ま た

歩行者の 安全な通 行を確保 するため ，本案の ように変 更し よ

うとするもの」であります。 

詳細につきましてはこの後ご説明させていただきます。 

次に２ ペ ージを お 開きく だ さい。 こ ちらは 新 旧対照 表 とな

っております。 

上 段 が 変 更 後 で 下 段 の 括 弧 書 が 変 更 前 と な っ て お り ま す

が，今回 は都市計 画道路区 域の一部 の変更と なるため この 表

自体の変更部分はございません。 

次に３ページをお開きください。総括図－１でございます。

右上から 左下に走 る赤の太 い実線が 「３・５ ・１０１ 号  松

原鶴田線」の位置を示しております。 

４ペー ジ をお開 き くださ い 。総括 図 －２で ご ざいま す 。図

中央部の 赤の太い 実線が「 ３・５・ １１０号  弁天通 り」 の

位置を示しております。 

続きま し て５ペ ー ジをお 開 きくだ さ い。こ ち らは「 松 原鶴

田線」の計画図になります。赤の実線で示しておりますのが，

変更後の「松原鶴田線」の道路区域であります。 
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次に６ ペ ージを お 開きく だ さい。 こ ちらは 「 弁天通 り 」の

起点側の 計画図に なります 。同じく 赤の実線 で示して おり ま

すのが変更後の「弁天通り」の道路区域であります。  

次に７ ペ ージを お 開きく だ さい。 こ ちらは 「 弁天通 り 」の

終点側の 計画図に なります 。同じく 赤の実線 で示して おり ま

すのが変更後の「弁天通り」の道路区域であります。  

続きまして８ページをお開きください。「松原鶴田線」の新

旧対照図 となりま す。黄色 の実線が 変更前で 赤の実線 が変 更

後を示しております。 

次に９ページをお開きください。「弁天通り」の起点側の新

旧対照図 となりま す。同じ く黄色の 実線が変 更前で赤 の実 線

が変更後を示しております。 

次に１０ページをお開きください。「弁天通り」の終点側の

新旧対照図となります。同じく黄色の実線が変更前で ,赤の実

線が変更後を示しております。 

以上が 議 案第５ 号 の概要 で ござい ま すが詳 細 につき ま して

はお手元 の２枚綴 じのＡ３ 版の説明 資料５－ １及び５ －２ を

ご覧頂き たいと思 います。 説明資料 ５－１の 左側をご 覧く だ

さい。 

「１ .３・５・１０１号  松原鶴田線の都市計画の概要」に

ついてでありますが，本路線は清住３丁目を起点としまして，

宇都宮市 西部の住 居地域を 横断し， ＪＲ日光 線  鶴田 駅ま で

連絡する 延長約４ ，５３０ ｍの都市 計画道路 でありま す。 ま

た「３・４・１号  宇都宮栃木線」や「３・４・１０７号  宇

都宮東京 線」など の主要幹 線街路を 補完し， 区域内に 発生 集

中する交 通を効率 的に集散 させるた めの補助 的な幹線 街路 で

あります 。本路線 の都市計 画は昭和 ４７年３ 月に当初 決定 さ

れ，平成１３年１月に車線数を決定し現在に至っております。

次に「 ２ ．整備 状 況」に つ いてで あ ります が 下の総 括 図を

ご覧ください。 

起点で あ ります ① の清住 ３ 丁目か ら ②の西 原 １丁目 ま での
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区間が未 整備，② から③の 宮原１丁 目までの 区間は， 道路 幅

員約１１ ｍで整備 済みとな っており ます。③ から④の 「宇 都

宮栃木線 」までの 区間が未 整備，④ から⑤の 「ＪＲ鶴 田駅 」

までの区間は道路幅員１５ｍで整備済みとなっております。 

次に資料右側をご覧ください。 

「３． 変 更する 都 市計画 の 内容と 理 由」に つ いてで あ りま

すが，変 更位置図 の青の点 線で囲ま れており ます部分 の下 側

に「ＪＲ 日光線の 富士重工 踏切」が ございま す。市道 との 交

差点部に おきまし て，円滑 な交通処 理を行う ために「 ＪＲ 日

光線富士 重工踏切 」を西に 拡幅する ことから ，影響範 囲と な

る「宮の 原小学校 」の南か ら「ＪＲ 日光線」 までの区 間に つ

きまして ，法線を 西に変更 するとと もに，凸 部を変更 しよ う

とするものであります。 

変更位 置 図の右 側 は「新 旧 対照図 」 となっ て おりま す 。黄

色の実線 が変更前 ，赤の実 線が変更 後となっ ておりま す。 そ

の下は参考図として「横断図」となっております。裏面には，

新旧対照図を拡大した平面図となっております。 

続きま し て「説 明 資料５ － ２」の １ ページ 左 側をご 覧 くだ

さい。 

「１ .３・５・１１０号  弁天通りの都市計画の概要」につ

いてであ りますが ，本路線 は宝木本 町地内の 「３・４ ・１ １

２号  鶴 田宝木線 」を起点 としまし て，野沢 町地内の 「３ ・

４・１０ ２号  宇 都宮日光 線」まで を東西に 結ぶ延長 約１ ，

０６０ｍ の都市計 画道路で あります 。また「 鶴田宝木 線」 と

「宇都宮 日光線」 を東西に 結ぶこと により， 南北幹線 道路 の

交通を分 散させ市 内北部の 交通の円 滑化を図 るための 補助 的

な幹線街路であります。 

本路線 の 都市計 画 は，昭 和 ４７年 ３ 月に当 初 決定さ れ ，平

成１３年１月に車線数路決定し現在に至っております。 

次に「 ２ ．整備 状 況」に つ いてで あ ります が ，下の 総 括図

をご覧ください。  
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起点で あ ります 「 鶴田宝 木 線」か ら 終点で あ ります 「 宇都

宮日光線 」まで既 存の市道 が道路幅 員約７ｍ で整備さ れて お

りますが ，本路線 の道路幅 員約１２ ｍでの整 備は全区 間に お

いて未整備の状況となっております。 

次に資料右側をご覧ください。 

「３． 変 更する 都 市計画 の 内容と 理 由」に つ いてで あ りま

すが，変 更位置図 の青の点 線①に示 しており ます「鶴 田宝 木

線」との 交差点部 におきま して，円 滑な交通 処理を行 うた め

シフト長 の拡大が 必要とな ることか ら，道路 幅員を南 北両 側

に拡幅しようとするものです。 

また， 変 更位置 図 の青の 点 線②で 示 してお り ます区 間 につ

きまして ，市道６ ０７号線 の整備に 伴い「宇 都宮日光 線」 と

の交差点 形状がＴ 字路から 十字路に なります ことから ，事 業

実施にあ たり事業 費等を勘 案し法線 を南側に 変更しよ うと す

るものです。 

中段は 「 新旧対 照 図」と な ってお り ます。 黄 色の実 線 が変

更前，赤 の実線が 変更後と なってお ります。 その下は 参考 図

として「 横断図」 となって おります 。上が標 準部，下 が交 差

点部とな っており ます。裏 面には新 旧対照図 を拡大し た平 面

図となっております。 

今回の 都 市計画 道 路の変 更 につき ま しては 「 松原鶴 田 線」

の 関 係 地 権 者 の 皆 様 に は 昨 年 平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 に ，「 弁 天 通

り」の関係地権者の皆様には４月に個別説明をしております。

またこの都市計画案につきましては「広報うつのみや」や「市

のホームページ」でお知らせし縦覧を行いました。 

「鶴田 松 原線」 に つきま し ては， 都 市計画 法 １６条 に 基づ

く「構想 の縦覧」 を１月４ 日から１ ８日まで の２週間 行い 縦

覧者は２ 名ござい ましたが ，意見の 申し出は ございま せん で

した。 

また都 市 計画法 １ ７条に 基 づく「 都 市計画 案 の縦覧 」 を３

月１日か ら１５日 までの２ 週間行い 縦覧者は １名ござ いま し
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たが，意見書申し出はございませんでした。  

「弁天 通 り」に つ きまし て は「構 想 の縦覧 」 を５月 ６ 日か

ら２０日 までの２ 週間行い 縦覧者は １名ござ いました が， 意

見の申出 はござい ませんで した。ま た「都市 計画案の 縦覧 」

を６月２ ３日から ７月７日 までの２ 週間行っ たところ であ り

ますが，縦覧者及び意見書申し出はございませんでした。 

以 上 で 議 案 第 ５ 号 「 宇 都 宮 都 市 計 画 道 路 の 変 更 に つ い て

３・５・１０１号  松原鶴田線」及び「３・５・１１０号  弁

天通り」の説明を終わります。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

事 務 局 か ら の 説 明 が 終 わ り ま し た 。 委 員 の 皆 様 か ら ご 質

問・ご意見等ありましたらお願いします。 

 

２点ほどお伺いいたします。 

今回こ の 松原鶴 田 線の都 市 計画の 変 更とい う ことで す が，

円滑な交 通処理を 行うため ＪＲ日光 線・富士 重工踏切 部を 西

に拡幅す るという ことです がどうい った理由 なのです か。 Ｊ

Ｒが西に 広げると 自発的に 変更され るのか， それとも 宇都 宮

市や富士 重工のほ うからで きればそ ちらに移 動してほ しい と

要請があ って西に 踏切を拡 幅するよ うになっ たのか経 緯， 経

過，理由についてお教え願います。  

もう１ 点 。原案 で は踏切 の 近くの と ころの 凸 部が東 側 に出

ていまし たが，参 考までに なぜ出っ 張ってい たのかと いう こ

とについても併せてお聞かせいただきたいのですが。  

 

西に振 っ たとい う 経緯で す が，西 に 振るこ と によっ て ，既

存市道と の交差角 がより９ ０度に近 づくので 自動車通 行の 導

線がより よいもの になりま す。また ，道路整 備に合わ せて Ｊ

Ｒと協議 し，事業 の用地と 現況道路 の整備状 況，事業 費な ど

を勘案い たしまし て総合的 な判断か ら法線を 西に振る 事業 計
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画となったところでございます。 

また東 側 の交差 点 部の凸 部 ですが ， こちら に は通常 将 来の

市街地像 ，都市整 備を併せ まして交 差点の隅 切りの確 保と い

う観点で 都市計画 を決定し ていたと いう経緯 が昭和４ ７年 の

決定当時 にはあっ たと思い ます。た だし，実 際の市街 地の 進

展，ＪＲ 日光線と 今回の松 原鶴田線 の整備な どを勘案 した と

きにこち らの隅切 りを確保 していく というこ とが相応 しい か

どうかと いう検討 も合わせ てしまし たところ ，ここに つい て

の隅切り は制限を はずし， 今回の法 線が望ま しいとい う判 断

から除外しているということでございます。  

 

１番目 の 質問に つ きまし て は，宇 都 宮市と Ｊ Ｒと協 議 をし

て，宇都 宮市とし ても松原 鶴田線を 整備する に当たっ て， そ

のほうが より施工 しやすい とＪＲが 協議をし てくれた とい う

理解でよろしいのですか。  

 

はい  

 

２番目 の 質問は も う少し わ かりや す く説明 し ていた だ けま

すか。 

 

こちら に つきま し ては， 交 差点の 形 状を都 市 計画の 事 業区

域に入れ ることで 確保する という観 点で，４ ７年当時 の決 定

時に区域取りだけをしております。  

ただ東 に 向かっ て の道路 法 線は決 定 してお ら ず，交 差 点の

形状，区 域だけを 決定して いるとい うことで す。その 後， ４

０年経っ て整備の ことや事 業の進展 などを見 たときに ，こ の

道路計画 線につい て再検討 した結果 ，この区 域を確保 する に

はふさわ しくない という判 断から， こちらに ついては 変更 見

直しをした状況でございます。 
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田辺幹事  

 

 

 

 

 

綱川委員  

 

加藤委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木幹事  

 

 

 

 

 

 

昭和４ ７ 年当時 は 東のほ う にも道 路 を考え て いた， 将 来的

に検討す る可能性 もあるか もしれな いという ことよう に考 え

たということでよろしいですね。 

 

そこに つ きまし て は推測 の 部分も 入 ってし ま います が ，こ

の交差点 形状につ きまして は，東に 道路整備 を想定し たネ ッ

トワーク と捉えま したが， 今回市街 地の整備 状況など を考 え

ると，こ ちらの計 画が難し いという ことで修 正をかけ たと い

うことです。 

 

はい，わかりました。 

 

せっか く の機会 で すので ， ひとつ お 聞きし た いので す が，

宝木鶴田線については，非常に重要な道路だと思います。 

鶴田の 区 画整理 を 行って い ますの で ，イン タ ー通り ま では

区画整理 の中で道 路ができ ると思い ます。し かしイン ター 通

りから鶴 田駅まで は区画整 理は行わ ないので ，当時の 街路 課

のほうでも長い間，地権者との話し合いがなかなかできない。

それが国 の予算ま でついて も流して しまった というこ とで す

が，長い 間その区 間につい てタッチ している わけです から ，

できれば 収用でも かけてや っていた だかない と地域が 孤立 し

てしまう ，そのこ とについ てインタ ー通りか ら鶴田駅 まで の

区間の現在の道路整備推進に対して説明をお願いします。 

 

ただい ま 質問い た だきま し た鶴田 宝 木線の 状 況です が ，確

かに第１ 期区間と しまして ，鶴田駅 から宮の 原中学校 の東 側

の 区 間 ま で 事 業 認 可 を 取 得 い た し ま し て 整 備 を し て お り ま

す。 

委員の ご 指摘の と おり， 地 権者で お 二人， そ の方の 土 地が

境 界 の 関 係 が 決 ま ら ず 進 ん で い な い と い う と こ ろ で あ り ま

す。状況 とします と，地権 者同士の 境界が決 まらない ので 協
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加藤委員  

 

森本議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員  

 

森本議長  

 

 

 

 

 

大貫書記  

 

一木委員  

 

 

 

力が得られていない状況でございます。 

またそ の 北側の 区 画整理 で インタ ー 通りま で の区間 と 宮の

原中学校 の区間が 抜けてい るのです が，その 辺の状況 につ き

ましては 区画整理 の進み具 合等を勘 案しまし て，収用 を検 討

しております。 

 

ぜひとも早期解決をお願いしたいと思います。 

 

他にいかがでしょうか。 

弁 天 通 り の ほ う は 議 論 出 て い ま せ ん が よ ろ し い で し ょ う

か。 

特にな け れば， ご 意見・ ご 質問も 出 尽くし た ようで す ので

お諮りいたします。 

議案第５号「宇都宮都市計画道路の変更」松原鶴田線， 弁

天通りに ついて「 原案どお り異存な し」とし てご異議 ござ い

ませんか。 

 

異議なし  

 

それで は 「原案 ど おり異 存 なし」 と 答申す る ことと い たし

ます。 

以上で本日の議事につきましては終了致します。 

続きま し て「３ ． その他 」 ですが 事 務局か ら 報告等 あ りま

すか。 

  

特にございません。 

 

「その他」ですがよろしいですか。  

雑駁な 意 見で恐 縮 ですが ， 冒頭の 挨 拶で会 長 もご挨 拶 なさ

いました けれども ，先日の ような東 日本大震 災の発生 とそ れ

に引き続 く原発関 係の事故 というの は，いっ てみれば 世界 で
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森本議長  

 

大きな影 響なのは ご承知の とおりで す。しか し，宇都 宮地 域

は幸いな ことに津 波の心配 もなく， 原発の施 設もない わけ な

のですが ，その根 底をなす 都市計画 の思想・ 哲学とし ては ，

私どもの 地域にも 大きな影 響をもた らしたと 考えるべ きだ と

私は考えております。 

安全性 へ の考え 方 ，ある い はエネ ル ギー政 策 や環境 政 策に

もたらす 影響とい うのは受 け取り方 にもより ますが， 大き な

影響があ り，そこ から教訓 をもらう べきだと 私は考え てお り

ます。 

具体的 な 意見は 持 ってお り ません が ，宇都 宮 地域あ る いは

栃木県も さまざま な都市計 画を持っ ています ので，あ の災 害

を受けて 根本的に 見直すべ きではな いでしょ うか。見 直す 作

業を専門 家，専門 家以外の 一般の方 含めてみ んながや るべ き

ではないかと私は考えています。 

た だ そ れ は 抽 象 的 に 言 っ て も 実 際 に 作 業 は 進 み ま せ ん の

で，ここ は行政に リーダー シップを とってい ただきな がら ，

あのよう な震災や 災害から 何を学ぶ べきなの か，ある いは そ

れ を 学 ん だ 上 で 自 分 た ち の ま ち づ く り を ど う す る べ き な の

か，そこ は具体的 なプログ ラムの手 立てを持 って提案 して い

ただければと思っております。 

ご承知 の とおり ， 当委員 会 も非常 に 安全性 に かかわ る 重要

な決定を なしたば かりです 。将来に 向かって 同じよう な問 題

が起こっ てくる可 能性が十 分あるわ けですか ら，その よう な

備えのた めにも， 都市計画 ・まちづ くりにつ いて自分 たち は

どういう 風に考え るべきな のか，ひ とつのエ ポックメ イキ ン

グなのではないかと思っております。 

提案な ど を含め 宇 都宮市 に リーダ ー シップ を とって い ただ

きたいという意見です。 

 

ご意見いただきましたが，事務局はよろしいですか。  

大きな 話 も含ま れ ており ま したの で ，具体 的 にどう と いう
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一木委員  

 

森本議長  

 

 

 

 

 

事務局  

話ではご ざいませ んが震災 復興も含 めて，今 まちづく りそ の

ものが大きな岐路に立たされているのかもしれません。 

冒頭お話しましたが，色々な知見を得るということで，様々

な学会が 復興がら みで色々 な動きを しており ます。  そう い

った動き も見なが ら，本市 の都市計 画がより 良い方向 に動 く

ような形 で今後の 方針見直 しがあっ た場合に はそうい う視 点

を入れ， 勉強しな がら前向 きにやっ ていくと いうこと と， 一

木委員が 言われた 具体的な ことを検 討する可 能性があ るの か

もしれま せんが， それは皆 さんと議 論しなが ら進めて いけ れ

ばと思います。 

貴重なご意見ということで今はよろしいでしょうか。  

 

はい  

 

その他 ， 皆さん の ほうか ら 言い足 り ないこ と がござ い まし

たらお受けいたしますが，いかがでしょうか。 

特にな け れば「 第 ５１回 宇 都宮市 都 市計画 審 議会」 を 閉会

いたします。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。  
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